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A D R 全 般 に対 する通 則 規 律 
法的効果付与等の要件チェック方法 
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資料９－１ 

 



ＡＤＲ全般を対象とする規律（ルール）の設定について 

  
 
                       

ＡＤＲ全般に対する規律の必要性 考えられる規律内容 考えられる規律方法 規律の性格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

） 

律 

） 

任意的性格 
 
→当事者に別段

の合意がない場

合に適用される

規律（デフォル

ト・ルール

強行的性格 
 
→当事者の合意

によっては排除

できない規

○ 各ＡＤＲの規則で規律 
・ ＡＤＲ法制に理念的規定 

→規則制定を誘導 
・ ＡＤＲ法制に各ＡＤＲ機関

が規則を制定すべき項目

を規定 
・ モデル規則を提示（例：金

融トラブル連絡調整協議

会） 

○ ＡＤＲ法制で直接に規律 
・ 通則的規定 

→ＡＤＲの義務として規定 
・ 促進的規定 

→法的効果付与の要件と

して規定（要件充足を

誘導
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○ その他 
・ ＡＤＲの過程で得られた情

報の利用制限     等 

○ 組織運営規範 
・ 解決結果等の公表（ディスク

ロージャー）       等 

○ 手続規範の設定 
・ 手続の開始・終了 
・ 手続の進め方、公平取扱い 
・ 各種規範の開示、当事者へ

の説明 
・ 取扱う紛争の範囲、申立人

の範囲          等 

○ 主宰者規範の設定 
・ 行為規範（守秘義務等） 
・ 主宰者の選定・忌避手続 
・ 主宰者要件（資格） 等 

○ その他 
・ ＡＤＲの利用促進 

○ 当事者の選択権の確保 
・ 手続・運営等に関する情

報の提供 
・ ＡＤＲにおける解決結果

の予測可能性の確保 

○ ＡＤＲの信頼性の確保 
・ 中立性の担保 
・ 公平性の担保 
・ 適正手続の保障 



個別 ADR 法令・機関規則における規律の例 

 ◎ 関連規定あり、○ デフォルト・ルールとして関連規定あり、△ 機関ルールとして規定あり、× 関連規定なし
 

関連する規律（法令・規則）の有無（具体的内容は各々異なる） 
主な通則的規律 民事調停 公害紛争処理

（調停） 
UNCITRAL
モデル調停法 

二弁仲裁ｾﾝﾀ

ｰ（あっせん） 
金 ト ラ 連 絡 協

モデル 
主宰者の守秘義務 ◎ ◎ ○ △ △ 

主宰者の構成・選定手続 ◎ 
（機関が選定） 

◎ 
（機関が選定） ○ △ △ 

主宰者の資格要件 ◎ ◎ × △ △ 
主宰者の関与制限 
（忌避手続、利害関係情報開示義務も含む） 

◎ 
（調停主任のみ） × ○ △ △ 

主 
宰 
者 
規 
範 

調停人が仲裁人となることの禁止 × × ○ × × 
手続の開始・終了 ◎ ◎ ○ △ △ 
手続規則等の開示・説明 ― ― ― △ △ 
公正解決・公平取扱い義務（責務） （◎） （◎） ◎ △ △ 
主宰者が一方当事者から受領した情報の他方当事者への開示 × × ○ × × 
手続の非公開 ◎ ◎ × △ × 
代理人選任手続 ◎ ◎ × × △ 
調停案の提示 ◎ ◎ ○ △ △ 

手 
続 
規 
範 

記録の作成・保存 ◎ ◎ × △ △ 
組織

規範 解決結果等の情報開示 × × × △ △ 

訴訟（仲裁）における情報の証拠等としての利用制限 × × ○ × × 
当事者の守秘義務 × × ○ × × 
当事者の手続進行への協力義務 ◎ × × × △（片面） 

そ 
の 
他 

相手方の応諾義務 ◎ ◎ × × △（片面） 
 （注）二弁仲裁ｾﾝﾀｰ：第二東京弁護士会仲裁ｾﾝﾀｰ 

金トラ連絡協モデル：金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル（金融トラブル連絡調整協議会） 
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促進的な規定を設ける場合の対象ＡＤＲの限定方法に関する論点 
 

事後チェックで要件を満た

ば、他の ADR でも法的効

＋ 

事前に認定された AD
に法的効果を付与 

（組合せ①） 
＜事後チェッ

一定 ・組織 営等）を満たすＡＤＲに対する法的効果の付与等 

の充 性をどのような方法で確認するか 

＜事前 ＜事後チェック＞ 
＜基本的 ＞ 
基準（要件に準 る内容）を満 は手続 主宰

者）を事前審査により認定 

＜効果＞ 
○ 認定された DR における 等を付  

＜特徴＞ 
○ 事前チェックを受けていな 確に われ

ても法的効果等は付与され

○ 当事者の予見可能性が高

○ 当事者に立証の負担がな

＜特徴＞ 
○ 要件を満たす限りは、幅広い案件が対象となり得る。 
○ 要件遵守の有無が外形上明確でない限り、当事者の予見可

能性が低い 

＜基本的な仕組み＞ 
要件の充足性の確認が必要となった段階で要件を満たすかどう

かを裁判所が当事者の立証を通じて判断 

＜効果＞ 
○ 要件を満たすと判断された案件にのみ法的効果等を付与 

前に認

要件充

後チ

、自動
運

足

・

与

行
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クと事前チェックの組合せ（併用）＞ 

○ 当事者に立証の負担が発生 

されたＡＤＲには法的効果等

に関し推定効を付与 

ックの段階で反証がなけれ

に要件充足と判断 

事前に認定されたＡＤＲには「認定ＡＤ

Ｒ」としての信用力（独占的表示権限） 

（組合せ③） （組合せ②） 

事後チェック段階での立証において認

定ＡＤＲについては証明力が高まる 
定

足

ェ

的

の要件（主宰者・手続

要件

チェック＞ 

たす ADR 機関（又

行為にのみ法的効果

ければ、個別案件が的

ない 
い 
い 
すと判断されれ

果等を付与 

R には自動的 事

の

事

ば

み

ず

A

な仕組



（参考）「電子署名及び認証業務に関する法律」のスキーム 
 
○ 電子データの真正な成立の推定の仕組み 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

○ 特定認証業務の認定の仕組み 
 
 
 
 

 

 
 
 
電 子 
データ 

本人による署名 

電子署名 

 
認証事業者による 
電子証明書の発行 

電 子 デ ー タ の 真

正 な 成 立 を 推 定

(＝法的効果) 

更に強い事実上の推定

を期待 
→「本人だけが行うことがで

きることとなる」電 子 署 名

であることの立 証 が容 易

になることを期待 

 
主 務 大 臣 

認定認証業務 
特定認証業務（※）のうち、本人

確認の方法、設備、業務が基準

に適合している認証業務  

指定調査機関 

実地の調査 

申請 

審査 

認定  
※ 特定認証業務とは、一定の技術的信頼性を有する電子署名につき行われる認証業務  

認 定 認 証 業 務 に 限 っ

て、認 定 を受 けている

旨の表示を電子証明書

に付すことができる。 

認 定 認 証 業 務 に

係 る 電 子 証 明 書

の発行 

調 査 結 果

の通知 

本人による署名である

こと（＝要件）につき、 
事実上の推定を期待 
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